
 

 

防府市新型コロナウイルス感染症対策激励金交付要綱  

令和２年８月２０日   

 （目的）  

第１条   この要綱は、新型コロナウイルスの感染リスクのある環境の

下、事業の継続を求められ相当程度心身に負担がかかる中で、感染

予防対策を講じ事業継続をされている防府市内の医療機関並びに

社会福祉施設等（以下「対象施設等」という。）に勤務又は従事さ

れている方に対し、激励金を交付することにより、従事者の労をね

ぎらい、激励することを目的とする。  

 （定義）  

第２条   この要綱において、「医療機関」とは、医療法（昭和２３年

法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院、医療法（昭和

２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する診療所及び医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１２項に規定する薬局をい

う。  

２ この要綱において、「社会福祉施設等」とは、児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第３９条に規定する保育所、就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園、児童

福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業所、同法第６

条の３第１２項に規定する事業所内保育事業所、同法第４１条に規

定する児童養護施設、同法第５９条の２第１項に規定する認可外保

育施設、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２２条に規定す

る幼稚園、児童福祉法第３４条の８に規定する放課後児童健全育成

事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（平成１７年法律第１２３号）第５条第１項に規定する障害福祉

サービス事業、同条第１８項に規定する特定相談支援事業、同法第

８０条に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム、児童福祉



 

 

法第６条の２の２に規定する障害児通所支援事業、同法第７条２項

に規定する障害児入所支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビ

リテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活

介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、居宅介護支援、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症

対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪

問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、

介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介

護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護

予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介

護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防支援、介護老人福祉施

設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、有料老

人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老

人ホーム、介護予防・日常生活支援総合事業（指定サービス・介護

予防ケアマネジメント）を、防府市内において実施する施設等のう

ち市長が定める施設等をいう。  

 （交付対象者）  

第３条  激励金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）

は、令和４年１月９日から同年１月３１日までの間（以下「対象期

間」という。）に対象施設等で勤務又は従事した実績があり、同年

１月３１日以降も継続して勤務又は従事する予定の者で、次の各号

のいずれかに該当する者とする。  

(１)対象施設等に直接雇用される者（常勤、パート等の雇用形態は

問わない。）  

(２)常時対象施設等で勤務する者（対象施設等に直接雇用されてい

ない場合。）  

(３)事業を運営するために従事している者  



 

 

(４)その他、市長が特に認める者  

 （交付額）  

第４条  激励金の額は、交付対象者一人に対して１０，０００円とす

る。なお、市内の複数の対象施設等に勤務又は従事する者に対して

も、一人１０，０００円とする。  

（交付申請及び請求）  

第５条  激励金の交付を受けようとする交付対象者は、勤務又は従事

する対象施設等の事業者に代理申請・請求兼受領委任状（第１号様

式）を提出し、代理申請・請求及び受領の委任（以下「申請等委任」

という。）を行うものとする。ただし、対象施設等のうち、事業者

による代理申請・請求及び受領ができない交付対象者（以下「個人

申請者」という。）に限り、防府市新型コロナウイルス感染症対策

激励金交付申請書兼請求書（第２－１号様式）を直接市長に提出す

ることができるものとする。  

２ 前項の規定により交付対象者から委任を受けた事業者（以下「受

任事業者」という。）は、当該受任事業者に申請等委託した交付対

象者を取りまとめ、防府市新型コロナウイルス感染症対策激励金交

付申請書兼請求書（第２号様式）及び対象者名簿（第３号様式）を

市長に提出するものとする。  

（申請受付期間）  

第６条  前条に規定する申請書の受付期間は、令和４年２月１日から

同年２月２８日までとする。  

（交付決定）  

第７条  市長は第５条の規定により提出された申請書を受理したと

きは、速やかに審査の上交付を決定し、当該受任事業者又は個人申

請者に激励金を交付するものとする。 

（激励金の交付）  

第８条  激励金の交付を受けた受任事業者は、当該受任事業者に申請

等委任した交付対象者に対し、一人につき１０，０００円の激励金



 

 

を速やかに交付しなければならない。  

 （報告）  

第９条  受任事業者は、当該受任事業者に申請等委任した交付対象者

に激励金の交付をしたときは、速やかにその交付の状況を第５条の

規定により作成した対象者名簿（第３号様式）に当該交付記録を記

入し、防府市新型コロナウイルス感染症対策激励金報告書（第４号

様式）に添付のうえ、市長に報告しなければならない。この場合に

おいて、やむを得ない事情により当該激励金を交付することができ

なかった者があるときは、その者に係る激励金を市に返還しなけれ

ばならない。  

（報告の期限）  

第10条  前条の規定による報告の期限は、令和４年４月２８日とする。 

 （交付決定の取り消し等）  

第11条  市長は、受任事業者又は個人申請者が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該交付決定を取り消し、又は既に交付した激励

金を返還させるものとする。  

(１)偽りその他不正の手段により激励金の交付を受け、又は受けよ

うとしたとき。  

(２)この要綱の規定に違反したとき。  

(３)前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。  

（その他）  

第12条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定め

る。  

附 則  

 この要綱は、令和２年８月２０日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要綱は、令和４年１月９日から施行する。  



第１号様式 

 

防府市新型コロナウイルス感染症対策激励金 

代理申請・請求兼受領委任状 

 

 

  年  月  日 

 

防府市長 様 

 

             委任者 住  所                                        

 

氏  名                印  

電話番号                              

 

受任者 住  所                                        

 

氏名又は名称                 

 

 

  私は、下記の事項を確認・承諾し、上記受任者を代理申請・請求兼受領者と定め、

防府市新型コロナウイルス感染症対策激励金交付要綱の規定により、激励金の申請・請

求及び受領に関する権限を委任します。 

 

記 

 

  １．私は、医療・児童・障害・介護の激励金について、他の医療機関並びに社会福

祉施設等からの申請・請求や市への申請・請求を行いません。 

 

  ２．当該激励金について、複数回の申請・請求を行い受給した場合には、速やかに

返還することを誓約します。 

 

（注意事項） 

・この委任状は、激励金を代理受領する職員ごとに作成してください。 

・医療機関並びに社会福祉施設等は、この委任状を法人単位で取りまとめて、第３号

様式（対象者名簿）を作成し、防府市長へ提出してください。 

・この委任状は、防府市への提出は不要です。ただし、激励金の代理受領を証するも

のとして、防府市からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、法人本部又

は医療機関並びに社会福祉施設等において、適切に保管しなければなりません。 



 

 第２号様式 

 

防府市新型コロナウイルス感染症対策 

激 励 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 

 
 

金額 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

           
                       

   内訳  新型コロナウイルス感染症対策に係る医療機関並びに社会福祉施設等に 

勤務する従事者に対する激励金として 

 

＠１０，０００円×   人分 

 

 

    上記のとおり申請し、請求します。 

 
      年  月  日 
 

  防府市長 様 

 

 

              住所   

 

              法 人 名 又 は 

              施設名（機関名） 

 

              氏名                      

 

             （担当者：        電話番号：        ） 

 

             【下記の枠内に記入してください。】 

≪ 債権者コード ≫      

振  込  先 

金 融 機 関 名 

 
銀行・信用金庫・労働金庫・ 

農協・漁協・信用組合 

 支店・店・支所・出張所 

口座番号･種別        １:普通  ２:当座 

口 座 名 義 
カ タ カ ナ で 

記 入 願 い ま す 

 

 

 



 

 第２－１号様式 

 

防府市新型コロナウイルス感染症対策 

激 励 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 

 
 

金額 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

           
                       

   内訳  新型コロナウイルス感染症対策に係る医療機関並びに社会福祉施設等に 

勤務する従事者に対する激励金として 

 

 

 

    上記のとおり申請し、請求します。 

 
      年  月  日 
 

  防府市長 様 

 

 

 

              住所   

 

              氏名                      

                

              （勤務先施設名：               ） 

              （生 年 月 日：               ） 

（請求者電話番号：               ） 

 

             【下記の枠内に記入してください。】 

≪ 債権者コード ≫      

振  込  先 

金 融 機 関 名 

 
銀行・信用金庫・労働金庫・ 

農協・漁協・信用組合 

 支店・店・支所・出張所 

口座番号･種別        １:普通  ２:当座 

口 座 名 義 
カ タ カ ナ で 

記 入 願 い ま す 

 

 

 



第３号様式

法人・事業所名 ←申請・請求 交付報告→

生年月日 本人の住所 激励金

（漢字・氏） （漢字・名） （全角カナ・氏） （全角カナ・名） （西暦） ※市から記入してください サービス事業種別 事業所・施設の名称
委任状
の有無

他法人での
激励金の
申請の有無

業務委託に
よる従事者

重複申請
確認

（円）
交付年月日
（西暦）

交付金額
（円）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

合計 0 0 0 0 0 --- 0

〇 〇

対象者名簿

No

（漢字）氏名 （全角カナ）氏名 交付実績
対象期間中、他の施設等との
移動がある場合その施設名
業務委託の場合その事業者名

主 た る 勤 務 先 確 認 事 項



 

 第４号様式 

 

防府市新型コロナウイルス感染症対策激励金報告書 

 

 

  年  月  日  

 

  防府市長 様 

 

住所                  

 

法 人 名 又 は             

           施設名（機関名）            

 

氏名                  

 

 このことについて、別添対象者名簿のとおり交付しましたので、報告します。 

 

 

 

 

 


